
鹿 児 島 県 選 挙 管 理 委 員 会

令 和 年 月 日 執 行
衆 議 院 小 選 挙 区 選 出 議 員 選 挙

立候補届出関係諸用紙綴

(候補者届出政党用）





番号 枚数

1 3

2 3

3 3

4 3

5 3

6 3

7 3

8 3

9 3

10 3

11 3

12 2

13 5

14 5

15 10

16 10

17 10

18 3

19 3

20 3

21 2委任状

選挙立会人となるべき者の承諾書

選挙運動のために使用するビラの証紙交付申請書

公営施設使用の政党演説会開催申出書

選挙事務所設置届出書

候補者となることができない者でない宣誓書

候補者となるべき者の選定手続等文書，宣誓書

選挙事務所異動届出書

代表者の宣誓書（添付書類2）

政治団体の得票総数を記載した文書（届出要件確認書）

候補者の通称認定申請

立 候 補 届 出 用 紙 一 覧 表 （ 候 補 者 届 出 政 党 用 ）

用 紙 の 種 別 備 考

通称認定申請の候補者の承諾書

法第87条第3項の宣誓書（重複立候補していない宣誓書）

候補者となることについての同意書

衆議院議員等の氏名を記載した文書（届出要件確認書）

衆議院議員等の承諾書（添付書類1）

開票立会人となるべき者の承諾書

選挙立会人となるべき者の届出書

開票立会人となるべき者の届出書

政党その他の政治団体の候補者の届出書（政党届出）

出納責任者選任届出書（候補者が届け出ない場合）





1

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

2

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

　「職業」は，なるべく詳細に記載すること（公務員→○○市民生委員）。

　法第86条第5項ただし書の規定により，同項第1号又は令第88条第3項第2号に規定する
文書の添付を省略する場合には，「添付書類」の「備考」にその旨を記載すること。

　「本籍」は，戸籍謄本・住民票等に記載された公称名を正確に記載すること。

　「生年月日」の（満　歳）内には，選挙期日現在の満年齢を記載すること。

　「住所」は，戸籍謄本・住民票等に記載された公称名を正確に記載すること。

　印鑑を使用する場合は明確に捺印し，全期間，各書類を通じ同一のものを使用するこ
と。

　同時に行われる衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者又は衆議院
名簿登載としようとする者である場合には，「同時に行われる衆議院比例代表選出議員
の選挙における衆議院名簿登載者又は衆議院名簿登載者としようとする者」欄に「該
当」と記載すること。

候 補 者 届 出 用 紙 等 の 記 載 上 の 注 意

全様式に共通する注意事項

　黒色又は青色のペン又はボールペンで，明確に楷書で記載すること。

　「氏名」は，戸籍簿に記載された氏名を記載し，ふりがなをつけること。しかし，戸
籍簿記載の氏名に対応する常用漢字表に掲げる通用字体及び人名用漢字別表に掲げる字
体を使用することは差し支えない（例：濱，澤　→浜，沢）。

　交付したそれぞれの用紙が不足する場合は，適宜コピーして使用すること。

候補者届出書（政党届出用）の注意事項
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齢
は
、

選
挙
の
期
日
現
在
の
満
年
齢
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
「
職
業
」

欄
に
は
、
職
業
を
な
る
べ
く
詳
細
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
「
一
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス
」

欄
に
は
、

選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
を
頒
布
す
る
た
め
に

 
利
用
す
る
一
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
等
の
ア
ド
レ
ス
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
同
時
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
又
は
衆
議
院
名
簿
登
載
者
と

　
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
「

同
時
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
衆
議
院
名

　
簿
登
載
者
又
は
衆
議
院
名
簿
登
載
者
と
し
よ
う
と
す
る
者
」

欄
に
「

該
当
」
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
　
法
第
八
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
又
は
令
第
八
十
八
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
文

　
書
の
添
付
を
省
略
す
る
場
合
に
は
、
「
添
付
書
類
」

欄
の
「

備
考
」

欄
に
そ
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
　
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ

て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ

　
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ

て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は

　
提
出
を
行
う
こ
と
。

た
だ
し
、

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の

　
限
り
で
は
な
い
。



三 二 一

　
本
政
党
（
政
治
団
体
）
は
、
所
属
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
を
、
左
記
の
と
お
り
五
人
以
上
有
し
て
お
り
、
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
第
一
項
第

一
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

候
 
補
 
者
 
届
 
出
 
要
 
件
 
該
 
当
 
確
 
認
 
書

代
表
者

本
部
の
所
在
地

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

記

氏

　
名

衆

議

院

議

員

又

は

参

議

院

議

員

の

別

選

挙

執

行

年

月

日

備

考

選

挙

区

　
「
選
挙
区
」
欄
は
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
に
つ
い
て
は
、
「
比
例
代
表
」
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
令
第
八
十
八
条
の
二
第
一
項
の
場
合
に
は
、
「
備
考
」
欄
に
「
前
議
員
」
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

令
和
　
年
　
月
　
日

　
所
属
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
と
し
て
候
補
者
届
出
要
件
該
当
確
認
書
に
そ
の
氏
名
を
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
当
該
衆
議
院
議
員

又
は
参
議
院
議
員
の
承
諾
書
（
添
付
書
類
一
）
及
び
令
八
十
八
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
の
氏
名
を
記
載
し
て
い
な
い
こ
と
を
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
が
誓
う
旨
の
宣
誓
書
（
添
付
書
類
二
）
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。





三 二 一

　
本
政
党
（
政
治
団
体
）
は
、
所
属
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
を
、
左
記
の
と
お
り
五
人
以
上
有
し
て
お
り
、
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
第
一
項
第

一
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

候
 
補
 
者
 
届
 
出
 
要
 
件
 
該
 
当
 
確
 
認
 
書

代
表
者

本
部
の
所
在
地

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

記

氏

　
名

衆

議

院

議

員

又

は

参

議

院

議

員

の

別

選

挙

執

行

年

月

日

備

考

選

挙

区

　
「
選
挙
区
」
欄
は
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
に
つ
い
て
は
、
「
比
例
代
表
」
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
令
第
八
十
八
条
の
二
第
一
項
の
場
合
に
は
、
「
備
考
」
欄
に
「
前
議
員
」
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

令
和
　
年
　
月
　
日

　
所
属
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
と
し
て
候
補
者
届
出
要
件
該
当
確
認
書
に
そ
の
氏
名
を
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
当
該
衆
議
院
議
員

又
は
参
議
院
議
員
の
承
諾
書
（
添
付
書
類
一
）
及
び
令
八
十
八
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
の
氏
名
を
記
載
し
て
い
な
い
こ
と
を
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
が
誓
う
旨
の
宣
誓
書
（
添
付
書
類
二
）
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。





三 二 一

　
本
政
党
（
政
治
団
体
）
は
、
所
属
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
を
、
左
記
の
と
お
り
五
人
以
上
有
し
て
お
り
、
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
第
一
項
第

一
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

候
 
補
 
者
 
届
 
出
 
要
 
件
 
該
 
当
 
確
 
認
 
書

代
表
者

本
部
の
所
在
地

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

記

氏

　
名

衆

議

院

議

員

又

は

参

議

院

議

員

の

別

選

挙

執

行

年

月

日

備

考

選

挙

区

　
「
選
挙
区
」
欄
は
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
に
つ
い
て
は
、
「
比
例
代
表
」
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
令
第
八
十
八
条
の
二
第
一
項
の
場
合
に
は
、
「
備
考
」
欄
に
「
前
議
員
」
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

令
和
　
年
　
月
　
日

　
所
属
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
と
し
て
候
補
者
届
出
要
件
該
当
確
認
書
に
そ
の
氏
名
を
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
当
該
衆
議
院
議
員

又
は
参
議
院
議
員
の
承
諾
書
（
添
付
書
類
一
）
及
び
令
八
十
八
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
の
氏
名
を
記
載
し
て
い
な
い
こ
と
を
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
が
誓
う
旨
の
宣
誓
書
（
添
付
書
類
二
）
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。





殿

備
考
「
選
挙
区
」
欄
は
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
に
つ
い
て
は
、
「
比
例
代
表
」
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

承

諾

書

　
令
和
　
年
　
月
　
日
に
執
行
さ
れ
る
（
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
に
伴
う
・
事
由
が
生
じ
た
）
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿

児
島
県
第
　
　
区
に
お
い
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
党
（
政
治
団
体
）
に
所
属
す
る
衆
議
院
議
員
（
参
議
院
議
員
）
と
し
て
候
補
者

届
出
要
件
該
当
確
認
書
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
を
承
諾
し
ま
す
。

氏
　
　
名

令
和
　
年
　
月
　
日衆

議

院

議

員

（

参

議

院

議

員

）

　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
選
挙
区
）

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

(

添
付
書
類
一
）

代
　
　
表
　
　
者





殿

備
考
「
選
挙
区
」
欄
は
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
に
つ
い
て
は
、
「
比
例
代
表
」
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

承

諾

書

　
令
和
　
年
　
月
　
日
に
執
行
さ
れ
る
（
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
に
伴
う
・
事
由
が
生
じ
た
）
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿

児
島
県
第
　
　
区
に
お
い
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
党
（
政
治
団
体
）
に
所
属
す
る
衆
議
院
議
員
（
参
議
院
議
員
）
と
し
て
候
補
者

届
出
要
件
該
当
確
認
書
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
を
承
諾
し
ま
す
。

氏
　
　
名

令
和
　
年
　
月
　
日衆

議

院

議

員

（

参

議

院

議

員

）

　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
選
挙
区
）

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

(

添
付
書
類
一
）

代
　
　
表
　
　
者





殿

備
考
「
選
挙
区
」
欄
は
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
に
つ
い
て
は
、
「
比
例
代
表
」
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

承

諾

書

　
令
和
　
年
　
月
　
日
に
執
行
さ
れ
る
（
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
に
伴
う
・
事
由
が
生
じ
た
）
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿

児
島
県
第
　
　
区
に
お
い
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
党
（
政
治
団
体
）
に
所
属
す
る
衆
議
院
議
員
（
参
議
院
議
員
）
と
し
て
候
補
者

届
出
要
件
該
当
確
認
書
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
を
承
諾
し
ま
す
。

氏
　
　
名

令
和
　
年
　
月
　
日衆

議

院

議

員

（

参

議

院

議

員

）

　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
選
挙
区
）

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称

(

添
付
書
類
一
）

代
　
　
表
　
　
者





(

添
付
書
類
二
）

宣

誓

書

　
令
和
　
年
　
月
　
日
に
執
行
さ
れ
る
（
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
に
伴
う
・
事
由
が
生
じ
た
）
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿

児
島
県
第
　
　
区
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
八
十
八
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
を
本
政
党
（
政
治
団
体
）
に
所
属
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
と
し
て
そ
の
氏
名
を
候

補
者
届
出
要
件
該
当
確
認
書
に
記
載
し
て
い
な
い
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

本
部
の
所
在
地

代
表
者

令
和
　
年
　
月
　
日政

党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称





(

添
付
書
類
二
）

宣

誓

書

　
令
和
　
年
　
月
　
日
に
執
行
さ
れ
る
（
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
に
伴
う
・
事
由
が
生
じ
た
）
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿

児
島
県
第
　
　
区
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
八
十
八
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
を
本
政
党
（
政
治
団
体
）
に
所
属
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
と
し
て
そ
の
氏
名
を
候

補
者
届
出
要
件
該
当
確
認
書
に
記
載
し
て
い
な
い
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

本
部
の
所
在
地

代
表
者

令
和
　
年
　
月
　
日政

党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称





(

添
付
書
類
二
）

宣

誓

書

　
令
和
　
年
　
月
　
日
に
執
行
さ
れ
る
（
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
に
伴
う
・
事
由
が
生
じ
た
）
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿

児
島
県
第
　
　
区
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
八
十
八
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
を
本
政
党
（
政
治
団
体
）
に
所
属
す
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
と
し
て
そ
の
氏
名
を
候

補
者
届
出
要
件
該
当
確
認
書
に
記
載
し
て
い
な
い
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

本
部
の
所
在
地

代
表
者

令
和
　
年
　
月
　
日政

党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称





備
考
　
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
に
お
け
る
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
お
け
る
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
政
党

そ
の
他
の
政
治
団
体
の
得
票
総
数
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
公
職
の
候
補
者
別
の
得
票
数
の
内
訳
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衆
議
院
議
員
の
総

選
挙
に
お
け
る
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
得
票
総
数
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
選
挙
区
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誓

書

　
本
政
党
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政
治
団
体
）
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令
和
　
年
　
月
　
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
鹿
児
島
県
第
　
　
　
　
区
に
お
い

て
、
重
ね
て
候
補
者
の
届
出
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
誓
い
ま
す
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の
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意
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に
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治
団
体
）
の
届
出
に
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候
補
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と
な
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こ
と
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す
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権
の
な
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等
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立
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補
の
禁
止
）
第
一
項
、
第
八
十
七
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（
重
複
立
候
補
等

の
禁
止
）
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
八
十
七
条
の
二
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
た
る
こ
と

を
辞
し
た
者
等
の
立
候
補
制
限
）
、
第
二
百
五
十
一
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の
二
（
総
括
主
宰
者
、
出
納
責
任
者
等
の
選
挙
犯
罪
に
よ
る
公
職
の
候
補
者

等
で
あ
っ
た
者
の
当
選
無
効
及
び
立
候
補
の
禁
止
）
又
は
第
二
百
五
十
一
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の
三
（
組
織
的
選
挙
運
動
管
理
者
等
の
選
挙
犯
罪
に
よ

る
公
職
の
候
補
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等
で
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っ
た
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の
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選
無
効
及
び
立
候
補
の
禁
止
）
の
規
定
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よ
り
令
和
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日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
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選
出
議
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挙
の
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島
県
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に
お
い
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と
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る
こ
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が
で
き
な
い
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で
な
い
こ
と
を
誓
い
ま
す
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手
続
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を
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届出人等

氏名(名称）

1

2

3

5

候補者氏名

  出納責任者の異動又は出納責任者の職務代行の届出は，この選任届出の例により

その年月日を付して届け出ること。

4

　公職の候補者又は推薦届出者又は政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本
人確認書類の提示又は提出を，その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示
又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし，公職
の候補者又は推薦届出者又は政党の代表者本人の署名その他の措置がある場合はこ
の限りではない。

松 下 良 成 殿鹿児島県選挙管理委員会委員長　　

出 納 責 任 者 選 任 届

　令和　年　月　日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区における出
納責任者を下記のとおり選任しましたので，公職選挙法第180条第３項の規定により届け
出ます。

記

出納責任者

令和　年　月　日

住 所

　候補者届出政党が届出人の場合は，届出人等の欄は当該政党名を記載すること。

　　　　　年　月　日

氏 名

住 所

職 業

生 年 月 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話）

備　考
  この届出をした後でなければ，公職の候補者の推薦，支持又は反対その他の運動
のために，いかなる名義をもってするを問わず，公職の候補者のために寄附を受
け，又は支出をすることができず，又は公職の候補者又は推薦者が寄附を受けるこ
ともできない。

  推薦届出者が出納責任者を選任したときは，その選任につき公職の候補者の承諾
書を添付すること。

令和　年　月　日選任年月日

　衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区候補者
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人確認書類の提示又は提出を，その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示
又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし，公職
の候補者又は推薦届出者又は政党の代表者本人の署名その他の措置がある場合はこ
の限りではない。

松 下 良 成 殿鹿児島県選挙管理委員会委員長　　

出 納 責 任 者 選 任 届

　令和　年　月　日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区における出
納責任者を下記のとおり選任しましたので，公職選挙法第180条第３項の規定により届け
出ます。

記

出納責任者

令和　年　月　日

住 所

　候補者届出政党が届出人の場合は，届出人等の欄は当該政党名を記載すること。
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住 所
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  この届出をした後でなければ，公職の候補者の推薦，支持又は反対その他の運動
のために，いかなる名義をもってするを問わず，公職の候補者のために寄附を受
け，又は支出をすることができず，又は公職の候補者又は推薦者が寄附を受けるこ
ともできない。

  推薦届出者が出納責任者を選任したときは，その選任につき公職の候補者の承諾
書を添付すること。

令和　年　月　日選任年月日

　衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区候補者





殿

候補者届出政党

1

2 　事務所の所在地

市 町
郡 村 番地

連絡電話番号 局 番

3 設置年月日 令和　年　月　日

4 選挙区名

衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区

1

2

3 　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，その
代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書
類の提示又は提出を行うこと。ただし，政党の代表者本人の署名その他の措置がある
場合はこの限りではない。

（　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　方  ）

名 称

　この様式は、衆議院小選挙区選出議員選挙の候補者届出政党用である。

備 考

　この届出は，県選挙管理委員会及び選挙事務所設置所在地の市町村選挙管理委員会
に届け出ること。

令和　年　月　日

    選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

鹿児島県

公職選挙法第130条第２項の規定により，次のとおり届け出ます。

所 在 地

代表者氏名

選 挙 事 務 所 設 置 届

　候補者届出政党の名称
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委　員　長　　　　　　　　　　　　　

鹿児島県

公職選挙法第130条第２項の規定により，次のとおり届け出ます。

所 在 地

代表者氏名

選 挙 事 務 所 設 置 届

　候補者届出政党の名称





殿

候補者届出政党

1

2 　事務所の所在地

市 町
郡 村 番地

連絡電話番号 局 番

3 設置年月日 令和　年　月　日

4 選挙区名

衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区

1

2

3 　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，その
代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書
類の提示又は提出を行うこと。ただし，政党の代表者本人の署名その他の措置がある
場合はこの限りではない。

（　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　方  ）

名 称

　この様式は、衆議院小選挙区選出議員選挙の候補者届出政党用である。

備 考

　この届出は，県選挙管理委員会及び選挙事務所設置所在地の市町村選挙管理委員会
に届け出ること。

令和　年　月　日

    選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

鹿児島県

公職選挙法第130条第２項の規定により，次のとおり届け出ます。

所 在 地

代表者氏名

選 挙 事 務 所 設 置 届

　候補者届出政党の名称





殿

候補者届出政党

1

2 　事務所の所在地

市 町
郡 村 番地

連絡電話番号 局 番

3 設置年月日 令和　年　月　日

4 選挙区名

衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区

1

2

3 　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，その
代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書
類の提示又は提出を行うこと。ただし，政党の代表者本人の署名その他の措置がある
場合はこの限りではない。

（　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　方  ）

名 称

　この様式は、衆議院小選挙区選出議員選挙の候補者届出政党用である。

備 考

　この届出は，県選挙管理委員会及び選挙事務所設置所在地の市町村選挙管理委員会
に届け出ること。

令和　年　月　日

    選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

鹿児島県

公職選挙法第130条第２項の規定により，次のとおり届け出ます。

所 在 地

代表者氏名

選 挙 事 務 所 設 置 届

　候補者届出政党の名称





殿

候補者届出政党

1

2 事務所の所在地

市  町
郡 村 番地

　　　連絡電話番号 （　　　　　　） 局 番

市 町
郡 村 番地

3 異動年月日 令和　年　月　日

4 選挙区名

衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区

1

2

令和　年　月　日

    選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

名 称

 この届出は，県選挙管理委員会及び選挙事務所異動関係の市町村選挙管理委員会に
届け出ること。

備 考

新　　鹿児島県

旧　　鹿児島県

（　　　　　　　　　　　　方  ）

（　　　　　　　　　　　　方  ）

　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，その
代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書
類の提示又は提出を行うこと。ただし，政党の代表者本人の署名その他の措置がある
場合はこの限りではない。

候補者届出政党の名称

所 在 地

選 挙 事 務 所 異 動 届

公職選挙法第130条第２項の規定により，次のとおり届け出ます。

代表者氏名





殿

候補者届出政党

1

2 事務所の所在地

市  町
郡 村 番地

　　　連絡電話番号 （　　　　　　） 局 番

市 町
郡 村 番地

3 異動年月日 令和　年　月　日

4 選挙区名

衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区

1

2

令和　年　月　日

    選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

名 称

 この届出は，県選挙管理委員会及び選挙事務所異動関係の市町村選挙管理委員会に
届け出ること。

備 考

新　　鹿児島県

旧　　鹿児島県

（　　　　　　　　　　　　方  ）

（　　　　　　　　　　　　方  ）

　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，その
代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書
類の提示又は提出を行うこと。ただし，政党の代表者本人の署名その他の措置がある
場合はこの限りではない。

候補者届出政党の名称

所 在 地

選 挙 事 務 所 異 動 届

公職選挙法第130条第２項の規定により，次のとおり届け出ます。

代表者氏名





殿

候補者届出政党

1

2 事務所の所在地

市  町
郡 村 番地

　　　連絡電話番号 （　　　　　　） 局 番

市 町
郡 村 番地

3 異動年月日 令和　年　月　日

4 選挙区名

衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区

1

2

令和　年　月　日

    選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

名 称

 この届出は，県選挙管理委員会及び選挙事務所異動関係の市町村選挙管理委員会に
届け出ること。

備 考

新　　鹿児島県

旧　　鹿児島県

（　　　　　　　　　　　　方  ）

（　　　　　　　　　　　　方  ）

　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，その
代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書
類の提示又は提出を行うこと。ただし，政党の代表者本人の署名その他の措置がある
場合はこの限りではない。

候補者届出政党の名称

所 在 地

選 挙 事 務 所 異 動 届

公職選挙法第130条第２項の規定により，次のとおり届け出ます。

代表者氏名





殿

候補者届出政党

1

2 事務所の所在地

市  町
郡 村 番地

　　　連絡電話番号 （　　　　　　） 局 番

市 町
郡 村 番地

3 異動年月日 令和　年　月　日

4 選挙区名

衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区

1

2

令和　年　月　日

    選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

名 称

 この届出は，県選挙管理委員会及び選挙事務所異動関係の市町村選挙管理委員会に
届け出ること。

備 考

新　　鹿児島県

旧　　鹿児島県

（　　　　　　　　　　　　方  ）

（　　　　　　　　　　　　方  ）

　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，その
代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書
類の提示又は提出を行うこと。ただし，政党の代表者本人の署名その他の措置がある
場合はこの限りではない。

候補者届出政党の名称

所 在 地

選 挙 事 務 所 異 動 届

公職選挙法第130条第２項の規定により，次のとおり届け出ます。

代表者氏名





殿

候補者届出政党

1

2 事務所の所在地

市  町
郡 村 番地

　　　連絡電話番号 （　　　　　　） 局 番

市 町
郡 村 番地

3 異動年月日 令和　年　月　日

4 選挙区名

衆議院小選挙区選出議員選挙の鹿児島県第　　区

1

2

令和　年　月　日

    選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

名 称

 この届出は，県選挙管理委員会及び選挙事務所異動関係の市町村選挙管理委員会に
届け出ること。

備 考

新　　鹿児島県

旧　　鹿児島県

（　　　　　　　　　　　　方  ）

（　　　　　　　　　　　　方  ）

　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，その
代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書
類の提示又は提出を行うこと。ただし，政党の代表者本人の署名その他の措置がある
場合はこの限りではない。

候補者届出政党の名称

所 在 地

選 挙 事 務 所 異 動 届

公職選挙法第130条第２項の規定により，次のとおり届け出ます。

代表者氏名





殿

申出人等 （候補者届出政党名）

前
後
前
後

1

2

3

4

5

令和　年　月　日　

　電話番号　　　　　　　局　　　　　　　　　番

選挙別及び

所属選挙区

所 在 地

名 称

　　　選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

　この申出は，開催すべき期日前２日までに届け出ること。

　公職選挙法施行令第119条第３項による附加設備をするときは，この申出と同時

にその旨を申し出なければならない。

公営施 設使 用の 政党 演説 会開 催申 出書

時

時

分より

　公職選挙法第163条の規定により，次のとおり公営施設を使用して政党演説会を開催
したいので申し出ます。

開催すべき日時
午

令和　年　月　日執行衆議院小選挙区選出議員選挙の
鹿児島県第　　区

候補者届出政党
の 名 称 等

連 絡 先

使用すべき施設

名 称

備　考

　この様式は，衆議院小選挙区選出議員選挙の候補者届出政党が行う政党演説会の
申出書である。

　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，そ
の代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確
認書類の提示又は提出を行うこと。ただし，政党の代表者本人の署名その他の措置
がある場合はこの限りではない。

所 在 地

　公職選挙法施行令第117条の規定により政党演説会を開催することができる旨の

通知を受けた場合においては，当該政党演説会の施設の使用のために必要な費用を

あらかじめ政党演説会の施設の管理者に納付しなければならない。

分まで
令和　年　月　日

午





殿

申出人等 （候補者届出政党名）

前
後
前
後

1

2

3

4

5

令和　年　月　日　

　電話番号　　　　　　　局　　　　　　　　　番

選挙別及び

所属選挙区

所 在 地

名 称

　　　選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

　この申出は，開催すべき期日前２日までに届け出ること。

　公職選挙法施行令第119条第３項による附加設備をするときは，この申出と同時

にその旨を申し出なければならない。

公営施 設使 用の 政党 演説 会開 催申 出書

時

時

分より

　公職選挙法第163条の規定により，次のとおり公営施設を使用して政党演説会を開催
したいので申し出ます。

開催すべき日時
午

令和　年　月　日執行衆議院小選挙区選出議員選挙の
鹿児島県第　　区

候補者届出政党
の 名 称 等

連 絡 先

使用すべき施設

名 称

備　考

　この様式は，衆議院小選挙区選出議員選挙の候補者届出政党が行う政党演説会の
申出書である。

　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，そ
の代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確
認書類の提示又は提出を行うこと。ただし，政党の代表者本人の署名その他の措置
がある場合はこの限りではない。

所 在 地

　公職選挙法施行令第117条の規定により政党演説会を開催することができる旨の

通知を受けた場合においては，当該政党演説会の施設の使用のために必要な費用を

あらかじめ政党演説会の施設の管理者に納付しなければならない。

分まで
令和　年　月　日

午





殿

申出人等 （候補者届出政党名）

前
後
前
後

1

2

3

4

5

令和　年　月　日　

　電話番号　　　　　　　局　　　　　　　　　番

選挙別及び

所属選挙区

所 在 地

名 称

　　　選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

　この申出は，開催すべき期日前２日までに届け出ること。

　公職選挙法施行令第119条第３項による附加設備をするときは，この申出と同時

にその旨を申し出なければならない。

公営施 設使 用の 政党 演説 会開 催申 出書

時

時

分より

　公職選挙法第163条の規定により，次のとおり公営施設を使用して政党演説会を開催
したいので申し出ます。

開催すべき日時
午

令和　年　月　日執行衆議院小選挙区選出議員選挙の
鹿児島県第　　区

候補者届出政党
の 名 称 等

連 絡 先

使用すべき施設

名 称

備　考

　この様式は，衆議院小選挙区選出議員選挙の候補者届出政党が行う政党演説会の
申出書である。

　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，そ
の代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確
認書類の提示又は提出を行うこと。ただし，政党の代表者本人の署名その他の措置
がある場合はこの限りではない。

所 在 地

　公職選挙法施行令第117条の規定により政党演説会を開催することができる旨の

通知を受けた場合においては，当該政党演説会の施設の使用のために必要な費用を

あらかじめ政党演説会の施設の管理者に納付しなければならない。

分まで
令和　年　月　日

午





殿

申出人等 （候補者届出政党名）

前
後
前
後

1

2

3

4

5

令和　年　月　日　

　電話番号　　　　　　　局　　　　　　　　　番

選挙別及び

所属選挙区

所 在 地

名 称

　　　選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

　この申出は，開催すべき期日前２日までに届け出ること。

　公職選挙法施行令第119条第３項による附加設備をするときは，この申出と同時

にその旨を申し出なければならない。

公営施 設使 用の 政党 演説 会開 催申 出書

時

時

分より

　公職選挙法第163条の規定により，次のとおり公営施設を使用して政党演説会を開催
したいので申し出ます。

開催すべき日時
午

令和　年　月　日執行衆議院小選挙区選出議員選挙の
鹿児島県第　　区

候補者届出政党
の 名 称 等

連 絡 先

使用すべき施設

名 称

備　考

　この様式は，衆議院小選挙区選出議員選挙の候補者届出政党が行う政党演説会の
申出書である。

　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，そ
の代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確
認書類の提示又は提出を行うこと。ただし，政党の代表者本人の署名その他の措置
がある場合はこの限りではない。

所 在 地

　公職選挙法施行令第117条の規定により政党演説会を開催することができる旨の

通知を受けた場合においては，当該政党演説会の施設の使用のために必要な費用を

あらかじめ政党演説会の施設の管理者に納付しなければならない。

分まで
令和　年　月　日

午





殿

申出人等 （候補者届出政党名）

前
後
前
後

1

2

3

4

5

令和　年　月　日　

　電話番号　　　　　　　局　　　　　　　　　番

選挙別及び

所属選挙区

所 在 地

名 称

　　　選挙管理委員会
委　員　長　　　　　　　　　　　　　

　この申出は，開催すべき期日前２日までに届け出ること。

　公職選挙法施行令第119条第３項による附加設備をするときは，この申出と同時

にその旨を申し出なければならない。

公営施 設使 用の 政党 演説 会開 催申 出書

時

時

分より

　公職選挙法第163条の規定により，次のとおり公営施設を使用して政党演説会を開催
したいので申し出ます。

開催すべき日時
午

令和　年　月　日執行衆議院小選挙区選出議員選挙の
鹿児島県第　　区

候補者届出政党
の 名 称 等

連 絡 先

使用すべき施設

名 称

備　考

　この様式は，衆議院小選挙区選出議員選挙の候補者届出政党が行う政党演説会の
申出書である。

　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，そ
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合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
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出
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又
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認
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又
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限
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候補者届出政党

所在地

　 名　称

代表者

　記

1 　ビラの頒布予定枚数（証紙交付希望数）

2 ビラの添付 （５枚）

3 ビラの頒布責任者

住　所

氏　名

4 ビラの印刷者

住　所

氏　名（法人の場合名称）

1

2

選挙運動のために使用するビラの証紙交付申請書

　公職選挙法第142条第２項の規定により，鹿児島県第　　　区（届出候補者
　　　　　　　　　）で発行するビラの証紙の交付申請を行います。

　備　考
　この届出書の様式は，衆議院小選挙区選出議員選挙の候補者届出政党用であ
る。
　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出
を，その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理
人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし，政党の代表者本人の署
名その他の措置がある場合はこの限りではない。

令和　年　月　日

　鹿児島県選挙管理委員会委員長　殿　　　　　　　　　　　　





候補者届出政党

所在地

　 名　称

代表者
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1 　ビラの頒布予定枚数（証紙交付希望数）

2 ビラの添付 （５枚）

3 ビラの頒布責任者

住　所

氏　名

4 ビラの印刷者

住　所

氏　名（法人の場合名称）

1

2

選挙運動のために使用するビラの証紙交付申請書

　公職選挙法第142条第２項の規定により，鹿児島県第　　　区（届出候補者
　　　　　　　　　）で発行するビラの証紙の交付申請を行います。

　備　考
　この届出書の様式は，衆議院小選挙区選出議員選挙の候補者届出政党用であ
る。
　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出
を，その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理
人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし，政党の代表者本人の署
名その他の措置がある場合はこの限りではない。

令和　年　月　日

　鹿児島県選挙管理委員会委員長　殿　　　　　　　　　　　　





候補者届出政党

所在地

　 名　称

代表者

　記

1 　ビラの頒布予定枚数（証紙交付希望数）

2 ビラの添付 （５枚）

3 ビラの頒布責任者

住　所

氏　名

4 ビラの印刷者

住　所

氏　名（法人の場合名称）

1

2

選挙運動のために使用するビラの証紙交付申請書

　公職選挙法第142条第２項の規定により，鹿児島県第　　　区（届出候補者
　　　　　　　　　）で発行するビラの証紙の交付申請を行います。

　備　考
　この届出書の様式は，衆議院小選挙区選出議員選挙の候補者届出政党用であ
る。
　政党の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出
を，その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理
人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし，政党の代表者本人の署
名その他の措置がある場合はこの限りではない。

令和　年　月　日

　鹿児島県選挙管理委員会委員長　殿　　　　　　　　　　　　





下記事項を委任します。

　委任事項（　　　　　　　　　　　　　）

令和　　年　　月　　日

住　所：

氏　名：

（届出の名義人の署名又は記名押印）

委　　任　　状

　私は，　　　　　　　　　を代理人と定め，

記





下記事項を委任します。

　委任事項（　　　　　　　　　　　　　）

令和　　年　　月　　日

住　所：

氏　名：

（届出の名義人の署名又は記名押印）

委　　任　　状

　私は，　　　　　　　　　を代理人と定め，

記




